
平 成 30 年
３月30日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
財
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
有
林
監
守
員
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
森
林
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

保
安
林
の
指
定
（
森
林
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
水
産
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

宇
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改

正
（
会
計
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
所
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
の
取
消
し
（
会
計
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

山
口
県
保
健
医
療
計
画
の
決
定
（
医
療
政
策
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
教
委
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
則

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
企
業
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
企
業
局
職
員
証
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
七
号

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
八
の
項
中
「
建
築
確
認
済
証
明
」
を
「
建
築
確
認
台
帳
記
載
事
項
証
明
」
に
改

め
、
別
表
第
一
の
八
の
表
中
磁
気
カ
ー
ド
対
応
機
器
（
高
速
運
転
体
験
装
置
を
除
く
。
）
の
項
を
削

り
、
高
速
運
転
体
験
装
置
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

特
殊
自
転
車

百
円

三
十
分
間
を
一
回
と
し
て
計
算

す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
有
林
監
守
員
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
八
号

山
口
県
有
林
監
守
員
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
口
県
有
林
監
守
員
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
七
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
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告

示

山
口
県
告
示
第
百
三
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

美
祢
市
美
東
町
大
田
字
正
ノ
田
三
九
九
の
五

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
美
祢
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
祢

市
建
設
農
林
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

保
安
林
の
所
在
場
所

長
門
市
油
谷
新
別
名
字
岳
ノ
下
四
八
二
、
一
〇
七
五
四
か
ら
一
〇
七
五
六
ま
で
、
字
下
柿
ノ
木
四

九
三
、
一
〇
六
〇
二
の
一
、
一
〇
六
〇
二
の
二
、
一
〇
六
九
八
の
一
、
字
花
勝
負
五
八
三
の
一
、
一

〇
六
〇
九
か
ら
一
〇
六
一
一
ま
で
、
字
河
内
五
九
三
の
三
、
字
柿
ノ
木
一
〇
六
九
六
の
一
、
一
〇
六

九
六
の
五
、
一
〇
六
九
六
の
七
、
一
〇
六
九
六
の
一
〇
、
一
〇
六
九
六
の
二
〇
、
一
〇
六
九
六
の
二

一
、
字
上
柿
ノ
木
一
〇
七
五
九

美
祢
市
秋
芳
町
青
景
字
台
山
一
の
二
、
一
の
六
五
、
一
の
一
一
九
、
一
の
一
二
一
、
一
の
一
二

三
、
字
石
ケ
森
八
の
二
、
八
の
一
一
、
八
の
一
三
か
ら
八
の
一
六
ま
で
、
九
、
一
〇
、
字
三
ノ
谷
二

五
、
二
六
、
三
六
、
三
七
、
三
八
の
一
、
三
九
、
一
五
八
七
、
一
五
八
九
、
字
馬
出
シ
平
五
五
の

一
、
五
五
の
二
、
五
五
の
五
か
ら
五
五
の
八
ま
で
、
五
五
の
一
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
関
係

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
百
三
十
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

下
関
市
西
部
加
入
区

山
口
県
告
示
第
百
三
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

二
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路

線

名

西
岐
波
吉
見
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

宇
部
市
今
村
南
二
丁
目
三
四
四
三
の
一
地

先
か
ら

同
市
今
村
北
三
丁
目
一
四
六
二
の
三
地
先

ま
で
及
び
宇
部
市
大
字
西
岐
波
字
山
村
二
七
六
八
の

一
地
先
か
ら

同
市
今
村
北
三
丁
目
一
四
六
二
の
三
地
先

ま
で

旧

最
狭

九
・
六

最
広

五
四
・
〇

九
一
八
・
五

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

最
狭

二
六
・
〇

最
広

六
七
・
八

八
七
三
・
五

宇
部
市
大
字
西
岐
波
字
山
村
二
七
六
八
の

一
地
先
か
ら

同
市
今
村
北
三
丁
目
一
四
六
二
の
三
地
先

ま
で

新

最
狭

二
六
・
〇

最
広

六
七
・
八

八
七
三
・
五
起
点
の
変
更
に
よ

る
。

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

宇
部
美
祢
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

宇
部
市
大
字
吉
見
字
東
山
下
三
六
一
の
一

地
先
か
ら

同
市

同
大
字
字
出
合
一
七
二
の
一
地
先

ま
で

旧

四
・
三

最
狭

及
び

一
一
・
〇

八
・
六

最
広

及
び

四
八
・
〇

二
七
七
・
九
及
び

二
七
六
・
七
ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

新

最
狭

一
一
・
〇

最
広

四
八
・
〇

二
七
六
・
七

山
口
県
告
示
第
百
三
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
宇
部
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

宇
部
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

宇
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業
宇
部
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

宇
部
市
亀
浦
一
丁
目
、
亀
浦
二
丁
目
、
亀
浦
三
丁
目
、
亀
浦
四
丁
目
、
亀
浦
五
丁
目
、
則
貞
一
丁

目
、
則
貞
二
丁
目
、
則
貞
三
丁
目
、
則
貞
四
丁
目
、
則
貞
五
丁
目
、
則
貞
六
丁
目
、
野
中
一
丁
目
、

野
中
二
丁
目
、
野
中
三
丁
目
、
野
中
四
丁
目
、
野
中
五
丁
目
、
草
江
一
丁
目
、
草
江
二
丁
目
、
草
江

三
丁
目
、
草
江
四
丁
目
、
上
野
中
町
、
野
原
一
丁
目
、
野
原
二
丁
目
、
恩
田
町
一
丁
目
、
恩
田
町
二

丁
目
、
恩
田
町
三
丁
目
、
恩
田
町
四
丁
目
、
恩
田
町
五
丁
目
、
五
十
目
山
町
、
笹
山
町
一
丁
目
、
笹

山
町
二
丁
目
、
末
広
町
、
岬
町
一
丁
目
、
岬
町
二
丁
目
、
岬
町
三
丁
目
、
八
王
子
町
、
東
梶
返
一
丁

目
、
東
梶
返
二
丁
目
、
東
梶
返
三
丁
目
、
東
梶
返
四
丁
目
、
大
小
路
一
丁
目
、
大
小
路
二
丁
目
、
大

小
路
三
丁
目
、
沼
一
丁
目
、
沼
二
丁
目
、
沼
三
丁
目
、
海
南
町
、
西
梶
返
一
丁
目
、
西
梶
返
二
丁

目
、
西
梶
返
三
丁
目
、
神
原
町
一
丁
目
、
神
原
町
二
丁
目
、
常
藤
町
、
東
新
川
町
、
芝
中
町
、
東
芝

中
町
、
松
山
町
一
丁
目
、
松
山
町
二
丁
目
、
松
山
町
三
丁
目
、
松
山
町
四
丁
目
、
松
山
町
五
丁
目
、

錦
町
、
昭
和
町
一
丁
目
、
昭
和
町
二
丁
目
、
昭
和
町
三
丁
目
、
昭
和
町
四
丁
目
、
明
神
町
一
丁
目
、

明
神
町
二
丁
目
、
明
神
町
三
丁
目
、
明
治
町
一
丁
目
、
明
治
町
二
丁
目
、
幸
町
、
東
見
初
町
、
港
町

一
丁
目
、
港
町
二
丁
目
、
川
添
一
丁
目
、
川
添
二
丁
目
、
川
添
三
丁
目
、
琴
崎
町
、
中
尾
一
丁
目
、

中
尾
二
丁
目
、
中
村
一
丁
目
、
中
村
二
丁
目
、
中
村
三
丁
目
、
宮
地
町
、
北
琴
芝
一
丁
目
、
北
琴
芝

二
丁
目
、
東
琴
芝
一
丁
目
、
東
琴
芝
二
丁
目
、
西
琴
芝
一
丁
目
、
西
琴
芝
二
丁
目
、
琴
芝
町
一
丁

目
、
琴
芝
町
二
丁
目
、
寿
町
一
丁
目
、
寿
町
二
丁
目
、
寿
町
三
丁
目
、
常
盤
町
一
丁
目
、
常
盤
町
二

丁
目
、
新
天
町
一
丁
目
、
新
天
町
二
丁
目
、
東
本
町
一
丁
目
、
東
本
町
二
丁
目
、
朝
日
町
、
松
島

町
、
相
生
町
、
新
町
、
若
松
町
、
上
町
一
丁
目
、
上
町
二
丁
目
、
中
央
町
一
丁
目
、
中
央
町
二
丁

目
、
中
央
町
三
丁
目
、
小
松
原
町
一
丁
目
、
小
松
原
町
二
丁
目
、
鵜
の
島
町
、
西
本
町
一
丁
目
、
西

本
町
二
丁
目
、
浜
町
一
丁
目
、
浜
町
二
丁
目
、
南
浜
町
一
丁
目
、
南
浜
町
二
丁
目
、
西
中
町
、
助
田

町
、
鍋
倉
町
、
文
京
町
、
居
能
町
一
丁
目
、
居
能
町
二
丁
目
、
居
能
町
三
丁
目
、
東
小
羽
山
町
一
丁

目
、
東
小
羽
山
町
二
丁
目
、
東
小
羽
山
町
三
丁
目
、
東
小
羽
山
町
四
丁
目
、
東
小
羽
山
町
五
丁
目
、

北
小
羽
山
町
一
丁
目
、
北
小
羽
山
町
二
丁
目
、
北
小
羽
山
町
三
丁
目
、
北
小
羽
山
町
四
丁
目
、
南
小

羽
山
町
一
丁
目
、
南
小
羽
山
町
二
丁
目
、
南
小
羽
山
町
三
丁
目
、
風
呂
ヶ
迫
町
、
開
一
丁
目
、
開
二

丁
目
、
開
三
丁
目
、
開
四
丁
目
、
開
五
丁
目
、
開
六
丁
目
、
あ
す
と
ぴ
あ
一
丁
目
、
あ
す
と
ぴ
あ
二

丁
目
、
あ
す
と
ぴ
あ
三
丁
目
、
あ
す
と
ぴ
あ
四
丁
目
、
あ
す
と
ぴ
あ
五
丁
目
、
あ
す
と
ぴ
あ
六
丁

目
、
あ
す
と
ぴ
あ
七
丁
目
、
常
盤
台
一
丁
目
、
常
盤
台
二
丁
目
、
山
門
一
丁
目
、
山
門
二
丁
目
、
山

門
三
丁
目
、
山
門
四
丁
目
、
山
門
五
丁
目
、
寺
の
前
町
、
南
小
串
一
丁
目
、
南
小
串
二
丁
目
、
西
小

串
一
丁
目
、
西
小
串
二
丁
目
、
島
一
丁
目
、
島
二
丁
目
、
島
三
丁
目
、
下
条
一
丁
目
、
下
条
二
丁

二
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目
、
浜
田
一
丁
目
、
浜
田
二
丁
目
、
浜
田
三
丁
目
、
北
条
一
丁
目
、
北
条
二
丁
目
、
上
条
一
丁
目
、

上
条
二
丁
目
、
上
条
三
丁
目
、
上
条
四
丁
目
、
上
条
五
丁
目
、
東
藤
曲
一
丁
目
、
東
藤
曲
二
丁
目
、

文
京
台
一
丁
目
、
文
京
台
二
丁
目
、
文
京
台
三
丁
目
、
東
平
原
一
丁
目
、
東
平
原
二
丁
目
、
西
平
原

一
丁
目
、
西
平
原
二
丁
目
、
西
平
原
三
丁
目
、
西
平
原
四
丁
目
、
松
崎
町
、
岩
鼻
町
、
床
波
一
丁

目
、
床
波
二
丁
目
、
床
波
三
丁
目
、
床
波
四
丁
目
、
床
波
五
丁
目
、
床
波
六
丁
目
、
今
村
南
一
丁

目
、
今
村
南
二
丁
目
、
今
村
南
三
丁
目
、
今
村
北
一
丁
目
、
今
村
北
二
丁
目
、
今
村
北
三
丁
目
、
今

村
北
四
丁
目
、
今
村
北
五
丁
目
、
東
小
串
一
丁
目
、
東
小
串
二
丁
目
、
西
宇
部
南
一
丁
目
、
西
宇
部

南
二
丁
目
、
西
宇
部
南
三
丁
目
、
西
宇
部
南
四
丁
目
、
西
宇
部
北
一
丁
目
、
西
宇
部
北
二
丁
目
、
西

宇
部
北
三
丁
目
、
西
宇
部
北
四
丁
目
、
西
宇
部
北
五
丁
目
、
西
宇
部
北
六
丁
目
、
西
宇
部
北
七
丁

目
、
厚
南
北
一
丁
目
、
厚
南
北
二
丁
目
、
厚
南
北
三
丁
目
、
厚
南
北
四
丁
目
、
厚
南
北
五
丁
目
、
西

小
串
三
丁
目
、
西
小
串
四
丁
目
、
西
小
串
五
丁
目
、
西
小
串
六
丁
目
、
厚
南
中
央
一
丁
目
、
厚
南
中

央
二
丁
目
、
厚
南
中
央
三
丁
目
、
厚
南
中
央
四
丁
目
、
厚
南
中
央
五
丁
目
、
厚
南
中
央
六
丁
目
、
黒

石
北
一
丁
目
、
黒
石
北
二
丁
目
、
黒
石
北
三
丁
目
、
黒
石
北
四
丁
目
、
黒
石
北
五
丁
目
、
大
字
西
岐

波
、
大
字
沖
宇
部
、
大
字
川
上
、
大
字
上
宇
部
、
大
字
中
宇
部
、
大
字
小
串
、
大
字
中
山
、
大
字
沖

ノ
旦
、
大
字
藤
曲
、
大
字
広
瀬
、
大
字
際
波
、
大
字
中
野
開
作
、
大
字
妻
崎
開
作
、
大
字
東
須
恵
、

大
字
東
万
倉
及
び
大
字
船
木

山
口
県
告
示
第
百
三
十
八
号

指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成

三
年
山
口
県
告
示
第
九
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
二
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
の
表
株
式
会
社
西
京
銀
行
の
項
中
「
県
債
を
除
く
。
」
の
下
に
「
次
項
第
一
号
及
び
」
を
加
え
、

同
表
山
口
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
項
取
扱
事
務
の
範
囲
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

公
金
の
収
納
事
務

〃三
の
表
株
式
会
社
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
及
び
株
式
会
社
三
井
住
友
銀
行
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。株

式
会
社
三
菱
東

京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

〃

〃

丸
の
内
二
丁
目
七

番
一
号

〃

公
金
の
収
納
事
務
（
県
外
に
所
在

す
る
店
舗
に
あ
っ
て
は
、
マ
ル
チ

ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限

る
。
）

株
式
会
社
三
井
住

友
銀
行

〃

〃

丸
の
内
一
丁
目
一

番
二
号

〃

〃

三
の
表
株
式
会
社
福
岡
銀
行
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

株
式
会
社
福
岡
銀

行

福
岡
市
中
央
区
天

神
二
丁
目
一
三
番

一
号

〃

〃

三
の
表
株
式
会
社
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

株
式
会
社
西
日
本

シ
テ
ィ
銀
行

福
岡
市
博
多
区
博

多
駅
前
三
丁
目
一

番
一
号

国
内
に
所
在
す
る
店
舗

公
金
の
収
納
事
務
（
県
外
に
所
在

す
る
店
舗
に
あ
っ
て
は
、
マ
ル
チ

ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限

る
。
）

三
の
表
株
式
会
社
北
九
州
銀
行
の
項
中
「
国
内
に
所
在
す
る
店
舗
」
を
「
〃
」
に
改
め
、
同
表
中
国

労
働
金
庫
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

中
国
労
働
金
庫

広
島
市
南
区
稲
荷

町
一
番
一
四
号

国
内
に
所
在
す
る
店
舗
及
び
柳
井

代
理
店

公
金
の
収
納
事
務
（
県
外
に
所
在

す
る
店
舗
に
あ
っ
て
は
マ
ル
チ
ペ

イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用

す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
り
、

柳
井
代
理
店
に
あ
っ
て
は
口
座
振

替
の
方
法
に
よ
る
も
の
及
び
マ
ル

チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

利
用
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

三
の
表
山
口
大
島
農
業
協
同
組
合
の
項
中
「
〃
」
を
「
公
金
の
収
納
事
務
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
百
三
十
九
号

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
所
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
年
山
口
県
告
示
第
三
百
九
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
〃

防
府
市
駅
南
町
一
三
番
四
〇
号

〃
」
を
削
り
、
「
山
口

県
美
祢
農
林
事
務
所
」
を
「
山
口
県
美
祢
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
、

「
山
口
県
下
関
水
産
振
興
局

下
関
市
大
和
町
一
丁
目
一
六
番
一

〃

号

」
を

「
山
口
県
下
関
水
産
振
興
局

下
関
市
大
和
町
一
丁
目
一
六
番
一

〃

号

に
改
め
る
。

防
府
土
木
建
築
事
務
所

防
府
市
駅
南
町
一
三
番
四
〇
号

〃
」
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山
口
県
告
示
第
百
四
十
号

山
口
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
六
十
号
）
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

売

り

さ

ば

き

人

指
定
の
取
消
し
の
際
現

に
証
紙
を
売
り
さ
ば
い

て
い
た
売
り
さ
ば
き
所

所

在

地

売
り
さ
ば
き

人
の
指
定
取

消
年
月
日

住

所

氏
名
又
は
名
称

萩
市
大
字
江
向
四
三
一

の
二

萩
市
農
業
協
同
組

合

萩
市
農
業
協
同
組
合
三

見
支
所

萩
市
三
見
三
三
五
一
の

四

平
成
三
〇
、

三
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
百
四
十
一
号

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四
百

六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
の
表
中

「

」
を

萩
市
農
業
協
同
組

合

〃

〃

四

三
一
の
二

萩
市
農
業
協
同
組

合
三
見
支
所

〃

三
見
三
三
五

一
の
四

昭
和
四
〇
、

〃

一

一
般
社
団
法
人
山

口
県
自
家
用
自
動

車
協
会

山
口
市
葵
一
丁
目

五
番
五
八
号

一
般
社
団
法
人
山

口
県
自
家
用
自
動

車
協
会
防
府
支
部

防
府
市
寿
町
四
番

一
七
号

平
成
二
一
、

〃

〃

「

」
に
改
め

一
般
社
団
法
人
山

口
県
自
家
用
自
動

車
協
会

山
口
市
葵
一
丁
目

五
番
五
八
号

一
般
社
団
法
人
山

口
県
自
家
用
自
動

車
協
会
防
府
支
部

防
府
市
寿
町
四
番

一
七
号

平
成
二
一
、

〃

一

る
。

公

告

（
五
五
）
山
口
県
保
健
医
療
計
画
の
決
定

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
山
口
県
保
健
医
療
計
画
を
定
め
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

計
画
の
内
容

縦
覧
に
供
す
る
山
口
県
保
健
医
療
計
画
書
の
と
お
り

二

縦
覧
の
場
所

山
口
県
健
康
福
祉
部
医
療
政
策
課
及
び
各
保
健
所

教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
同
条
各
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

五
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公
安
委
員
会

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
四
の
項
長
府
才
川
町
一
九
号
線
に
関
す
る
部
分
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

長
府
扇
町
一
号
線

下
関
市
長
府
才
川
二
丁
目
四
八
九
の
八
地
先
か
ら
同
市

長
府
扇
町
五
の
三
地
先
ま
で

長
府
扇
町
五
号
線

下
関
市
長
府
扇
町
五
の
二
七
地
先
か
ら
同
町
五
の
八
二

地
先
ま
で

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

企

業

局

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

山
口
県
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

小

松

一

彦

山
口
県
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
及
び
局
次
長
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
局
に
」
の
下
に
「
局
次
長
、
」
を

加
え
る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

山
口
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

小

松

一

彦

山
口
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
三
中

「

」
を

1小
瀬
川
工
業

用
水
道
事
務

所
長

「

」
に
改
め
る
。

2小
瀬
川
工
業

用
水
道
事
務

所
長

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

小

松

一

彦

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
十
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
同
項
各
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号

山
口
県
企
業
局
職
員
証
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

小

松

一

彦

山
口
県
企
業
局
職
員
証
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
職
員
証
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
婚
姻
、
養
子
縁
組
そ
の
他
の
事
由
（
以
下
「
婚
姻
等
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
戸
籍
上
の
氏
を
改
め
た
後
も
引
き
続
き
婚
姻
等
の
前
の
戸
籍
上
の
氏
を
文
書
等
（
別
に

定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
課
長
の

確
認
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

六
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平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


